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�

� ㏆ᖺ、㢖Ⓨする自然災害にࡼってⓎ生する災害廃棄物の処理を迅速に行うため、被災自治体が民間௻

業の処理能力を頼る事例も多い。�

災害廃棄物は廃棄物処理法ୖ、一般廃棄物と఩置づけられており、その処理責任は自治体にあること

から、民間の処理能力を฼用する際には一定のᡭ⥆きと条௳を㋃まえることが必要である。�

本稿では、災害廃棄物の処理処分࡬の民間の処理能力活用の事例等をもとに、その制⣙、必要とされ

る㓄៖、留意事項等について述べる。�

�

自然災害にࡼりⓎ生した災害廃棄物は、被災の⛬度にࡼっては平常時に自治体で行っている一般廃棄

物の処理ࢩス࣒ࢸではその処理がᅔ㞴な事態が生ずる。まず、被災したᐙ㈈等の「∦௜けࡳࡈ」が一時

的に኱㔞にⓎ生することにࡼる཰㞟㐠搬能力の୙㊊、ḟには災害廃棄物の⤯対㔞が自治体の保有する施

設の処理能力を超えるという事態につながっていく。さらに、このࡼうな㔞的問㢟の࡯かに、災害時に

は平常時には自治体が取りᢅっていない有害・༴㝤物等の処理ᅔ㞴物の᤼出があることや、ᘓ物の解体

にࡼり᤼出される廃棄物はᘓ設⣔の⏘業廃棄物として処理されているものと同等の性状で、通常の一般

廃棄物処理施設での処理に適さないなどの「㉁的࣑スマࢳࢵ」も生じる。�

これら自治体の平常時の処理能力を超える廃棄物を迅速かつ安全に処理するためのᡭẁとしては、�

ձ� 仮設処理施設の設置㸸自治体自らが仮設処理施設を設置して処理を行う�

ղ� 広域処理㸸㒔㐨ᗓ県等の調整にࡼり㏆㞄自治体等の処理施設のవ力を活用し処理を行う�

ճ� 民間活用㸸民間処理業者࡬処理を委託する�

といった୕つの選択肢が⪃えられ、このうࡕから」ᩘのᡭẁを組ࡳ合わࡏて用いる場合もある。�

� ୖグ㸱ᡭ法の≉ᚩ等について⾲ �に示す。�
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���� 法௧適合性�

� 市町村が災害廃棄物処理の一㒊または全㒊を委託にࡼり行う場合、受託者に一般廃棄物の処理基準を

㑂Ᏺさࡏる必要がある。また、処理を行う施設は、一般廃棄物処理施設としての基準に適合しているこ

とが求められる。この際、市町村が平常時から一般廃棄物処理を委託している事業者、一般廃棄物処理

業のチྍを୚えている事業者に委託する場合はその確認が容᫆であるが、そうでない場合にはៅ重な業

者選定が求められる。�

� また㏆ᖺの法௧ᨵ正にࡼり、平常時には一ᚊに⚗Ṇされている一般廃棄物の཰㞟、㐠搬、処理に関す

る෌委託が、㠀常災害時には一定条௳下で認められていること、⏘業廃棄物処理施設において同一性状

の災害廃棄物を処理する場合には事ᚋᒆでྍ能であること等、民間の処理能力を活用しやすくする制度

の整ഛも行われている。�

���� 選定ᡭ⥆き�

� 災害Ⓨ生┤ᚋは行政もΰ஘状態にあり、情ሗの཰㞟整理もᅔ㞴な状況におかれる。そうした状況下で

⥭ᛴに災害廃棄物に関する対ᛂを民間事業者に౫頼する場合、⥭ᛴ㝶ዎ等のᡭ法が取られる場合が多い。�

このࡼうな場合、事๓に災害Ⓨ生時の協力協定を⥾⤖しておくことは業者選定ᡭ⥆きのΰ஘をᅇ㑊する

のに有効である。また、災害Ⓨ生ᚋ一定期間を経㐣したᚋには、⥭ᛴ㝶ዎから適正な➇தᡭ⥆きにࡼる

ዎ⣙にษり᭰えることが必要となる。�

���� ౯᱁のጇ当性�

� 委託処理を行う場合、当然ながら適正౯᱁であることが求められる。���で述べた⥭ᛴ㝶ዎを⤖ࡪ場

合であっても、ཎ๎୕者ぢ✚にࡼる業者選定の㐣⛬が求められる。また、内容にࡼってはこれまでⓎὀ

経㦂のない業務もྵまれることか

ら、㐣ཤの災害において同ᵝの処理

が行われた際の౯᱁等の情ሗをධ

ᡭしてཧ⪃にすることも⪃えられ

る。また、災害Ⓨ生時の協力協定を

⥾⤖する際に౯᱁に関する取りỴ

めを行っている事例もある。�

���� 処理能力とᢏ⾡的ಙ頼性�

� 災害廃棄物処理に民間の処理能

力を活用する場合、ୖ 述のࡼうに法

௧に適合するᙧで適正なᡭ⥆きのも

と適正な౯᱁で┦ᡭ先を選定するこ

とが必要であるが、᭱も重要なことは委託先において安全・確実な処理が行われることである。≉に処

理にᡭ間のかかるΰ合廃棄物については、適用ᢏ⾡や処理ࣞ࣋ルにẼを㓄る必要がある。また、災害廃

棄物をྍ能な限りࣜࢡ࢖ࢧルするほⅬでの処理先の選定も求められ、委託先が自治体の処理ス࣮࣒࢟を

理解し、受け取った廃棄物の処理࣮ࣟࣇをᥥく能力を有しているか確認することが必要である。災害廃

棄物の処理処分の民間委託先�金ᒓ等༢一ရ┠のᑓ業者を㝖く�とその≉Ⰽは、ᴫࡡ⾲ �のࡼうに㢮ᆺ໬

される。自治体は災害の状況や地域の事情を຺᱌しつつ、委託先を選択する必要がある。�

�
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���� 処理責任�

� 災害廃棄物の処理処分を民間事業者に委託した場合でも、引き渡した廃棄物自体の処理責任は自治体

にあることから、自治体にはこれに関して以下の事務を確実に行う必要がある。�

まず、処理先が被災市町村の区域外である場合には、本稿２で述べた広域処理の場合と同じく、処理

事業者の立地する自治体と協議を行い、内容の通知を行う必要がある。�

� また、仮置場等から搬出された廃棄物の「追跡・確認調査」を、搬出先が自区域内であるかどうかを

問わず実施し、それらが委託先において適正に処理処分されていることを確認することも重要である。�

���� 補助制度と災害査定�

� 自治体の災害廃棄物処理事業は、廃棄物処理法 �� 条に基づく国の補助金の対象となる。自治体が災

害廃棄物処理事業で民間事業者に処理を頼った場合においても、補助金に関する要綱に定める基準に適

合して支出された金額については補助対象となることから、自治体担当者は環境省の「災害関係業務事

務処理マニュアル」を熟読し、事務処理に努める必要がある。また。申請した補助については当然のこ

とながら国の査定を受けることを意識し、適正な執行の根拠を示すことが必要である。�

���� 地元調整�

� 災害時には、行政側も住民側も平常時とは異なった事情を抱える状況となる。その中で生活環境の保

全を図りながら迅速に廃棄物処理を進めるため、処理の内容や期間等について地域住民や自治組織に対

し丁寧に説明し理解を得ることが求められる。さらに県外事業者等に処理を委託する場合には、その必

要性について地元事業者等に理解を得ることも必要となる場合がある。�

�

� 自治体がその処理能力を超えた災害廃棄物を抱える事態となった場合、処理の選択肢として民間の能

力を活用する方法を取る事例は多い。その際の留意事項はこれまで述べてきたとおり多々あるが、基本

的には自治体が一般廃棄物に対する処理責任を負っていることを常に認識し、迅速性、安全性、経済性

のバランスに留意しつつ、自治体の限られた人材や施設を補完する復旧復興のための有効な資源として、

民間の力を活用することが重要である。�


